
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
一
一
三
三
│
一
二
一
二
、
以
下
、
全
て
の
尊
称
略
）
は
、
極
楽
浄

土
へ
の
往
生
を
勧
め
た
源
信
（
九
四
二
│
一
○
一
七
）
の
著
作
で
あ
る
『
往
生
要

集
』
を
契
機
と
し
て
浄
土
門
に
帰
入
し
た
と
い
う
。『
往
生
要
集
』
は
浄
土
宗
に

と
っ
て
重
要
な
書
物
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
思
想
や
『
往
生
要
集
』
に
基

づ
く
教
義
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
に
お
け
る
研
究
状
況
は
必
ず
し
も
優
先
度
の
高

い
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
往
生
要
集
』
の
説
示
は
法

然
の
思
想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
れ
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か

と
な
っ
て
い
る
。

　

浄
土
宗
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
註
釈
書
と
し
て
、
ま
ず
、
法
然
の
四
つ
の

著
作
が
現
存
し
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
四
つ
相
互
の
比
較
や
他
の
法
然

(

1 (

(

2 (

法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
と
良
忠
に
よ
る
そ
の
継
承
と
深
化

│
│
菩
提
心
を
め
ぐ
っ
て
│
│

下

端

啓

介

論　

文
　

良
忠
の
作
と
さ
れ
る
『
往
生
要
集
義
記
』
で
は
随
所
に
法
然
の
言
葉
が
引

用
さ
れ
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
が
そ
の
全
体
を
通
し
て
貫
か
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
の
言
葉
や
釈
書
を
引
用
し
た
箇
所
に
関
し
て
は

様
々
な
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
引
用
文
で
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
具
体
的
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
検
討
で
は
『
往
生
要
集

義
記
』
に
お
い
て
、
法
然
の
言
葉
が
直
接
引
用
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の

意
味
内
容
か
ら
法
然
の
解
釈
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
取
り

挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
『
往
生
要
集
』
の
「
作
願
門
」
及
び
「
惣
結
要
行
」
に

お
け
る
菩
提
心
を
解
説
す
る
際
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
を
踏
ま
え
て

そ
の
立
場
を
補
足
す
る
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
法
然

の
『
往
生
要
集
』
解
釈
を
継
承
し
、
深
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ

る
。『
往
生
要
集
義
記
』
の
さ
ら
な
る
理
解
に
は
、
こ
の
よ
う
な
法
然
法
語

の
引
用
が
な
い
箇
所
を
も
考
慮
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

良
忠
、
法
然
、『
往
生
要
集
義
記
』、『
往
生
要
集
』、
菩
提
心

〔
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遺
文
と
の
対
比
か
ら
、
こ
れ
ら
四
釈
書
が
法
然
の
思
想
変
遷
の
中
、
ど
の
段
階
に

位
置
付
け
ら
れ
る
か
、
或
は
四
釈
書
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
成
立
し
た
か
と
い
っ

た
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
他
の
注
釈
書
と
し
て
は
、
浄
土
宗
三
祖
の
良
忠

（
一
一
九
九
│
一
二
八
七
）
の
作
と
さ
れ
る
『
往
生
要
集
義
記
』（
以
下
、『
義
記
』

と
略
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
義
記
』
は
『
往
生
要
集
』
の
文
言
に
対
し
て
項
目
毎

に
順
次
解
説
を
施
す
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
著
者
の
博
覧
強
記
を
以
て
浄

土
教
の
み
な
ら
ず
通
仏
教
的
な
用
語
に
つ
い
て
も
細
か
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
教

義
に
関
す
る
解
説
に
お
い
て
は
、
冒
頭
に
法
然
の
『
往
生
要
集
釈
』
か
ら
長
文
を

引
用
し
て
法
然
の
『
往
生
要
集
』
観
と
も
い
え
る
説
示
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
随

所
に
法
然
の
言
葉
の
引
用
が
見
ら
れ
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
が
『
義
記
』

の
全
体
を
通
し
て
貫
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
義
記
』
に
お
け
る
先
行
研
究
で
は
、
法
然
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
が
主

と
し
て
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
大
谷
旭
雄
氏
の
研
究
で
は
、
少
な
く
と
も
十

九
回
、
法
然
の
釈
書
か
ら
の
引
用
文
が
見
ら
れ
る
と
し
、
そ
れ
ら
が
法
然
の
四
釈

書
の
何
れ
に
該
当
す
る
か
と
い
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
南
宏
信
氏

は
、
引
用
文
に
加
え
て
『
往
生
要
集
鈔
』
や
『
義
記
』
諸
本
の
跋
文
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
古
本
『
漢
語
燈
録
』
所
収
の
四
釈
書
以
外
に
『
往
生
要
集
』
の
註

釈
書
が
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
那
須
一
雄
氏
は
、
四
釈
書
だ
け
で
な
く
四

釈
書
以
外
の
引
用
で
法
然
に
触
れ
て
い
る
箇
所
を
も
検
討
し
、
良
忠
の
『
往
生
要

集
』
理
解
を
論
じ
て
い
る
。
法
然
の
言
葉
や
釈
書
を
引
用
し
た
箇
所
に
関
し
て
は

様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
引
用
文
で
な
い
箇
所
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
具
体
的
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
検
討
で
は
『
義
記
』
か
ら
良
忠
に
よ
る
『
往
生
要
集
』
の
理
解
を
見

て
い
き
、
直
接
の
法
然
の
引
用
文
は
な
く
法
然
の
言
葉
が
文
言
上
で
は
見
ら
れ
ず

と
も
、
そ
の
意
味
内
容
か
ら
法
然
の
解
釈
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所

を
取
り
挙
げ
る
。『
義
記
』
の
さ
ら
な
る
理
解
に
は
そ
の
よ
う
な
箇
所
も
含
め
て

十
分
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
回
は
、
二
例
で
あ

る
が
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
『
義
記
』
の
研
究
に
資
す
る
こ
と
を

目
指
す
。

　

以
下
で
は
、
用
例
毎
に
、
ま
ず
『
往
生
要
集
』
の
箇
所
を
挙
げ
、
次
に
そ
れ
に

対
す
る
法
然
の
解
釈
を
示
し
、
そ
の
後
に
『
義
記
』
の
説
示
を
述
べ
て
い
く
。

第
一
章
、「
作
願
門
」
に
お
け
る
菩
提
心
解
釈

第
一
節
、『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
説
示

　
『
往
生
要
集
』
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
作
願
門
」
の
冒
頭
で
は
曇
鸞
（
四
七

六
│
五
四
二
）
の
『
往
生
論
註
』
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

發
菩
提
心
ト

者
正
是
願
作
佛
ノ

心
ナ
リ

。

　

す
な
わ
ち
発
菩
提
心
は
仏
に
な
ろ
う
と
願
う
心
で
あ
る
と
し
、
以
降
、
菩
提
心

に
つ
い
て
説
き
明
か
し
て
い
く
。

一
ニ
ハ

明
シ

菩
提
心
ノ

行
相
ヲ

、
二
ニ
ハ

明
シ

利
益
ヲ

、
三
ニ
ハ

料
簡
ナ
リ

。
初
ニ

行
相
ト

者
、
總
シ
テ

謂
ハ
ハ

之
ヲ

願
作
佛
ノ

心
ナ
リ

。
亦
名
ク

上
求
菩
提
下
化
衆
生
ノ

心
ト

。
別
シ

テ

謂
ハ
ハ

之
ヲ

四
弘
誓
願
ナ
リ

。
此
レ
ニ

有
リ

二
種
。
一
ニ
ハ

縁
ス
ル

事
ヲ

四
弘
願
ハ

、
是
即

衆
生
縁
ノ

慈
ナ
リ

。
或
ハ

復
法
縁
ノ

慈
也
。
二
ニ
ハ

縁
ス
ル

理
ヲ

四
弘
、
是
レ

無
縁
ノ

慈
悲

也
。

　

つ
ま
り
、
菩
提
心
に
つ
い
て
そ
の
「
行
相
（
有
り
様
）」、「
利
益
」、
そ
し
て

「
問
答
」
を
説
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
菩
提
心
の
「
行
相
」
に
は
縁

(

3 (

(

4 (

(

5 (

(
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(
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(
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事
の
四
弘
誓
願
と
縁
理
の
四
弘
誓
願
の
二
つ
が
あ
る
と
す
る
。
ま
ず
縁
事
の
四
弘

誓
願
と
は
、
衆
生
に
対
し
て
起
こ
す
慈
で
あ
り
、
或
は
真
実
の
こ
と
わ
り
を
縁
と

し
て
起
こ
す
慈
で
あ
る
。
ま
た
、
一
に
は
衆
生
無
辺
誓
願
度
、
二
に
は
煩
悩
無
辺

誓
願
断
、
三
に
は
法
門
無
尽
誓
願
知
、
四
に
は
無
上
菩
提
誓
願
証
と
も
説
か
れ

る
。
次
に
縁
理
の
四
弘
誓
願
と
は
、
特
定
の
対
象
を
も
た
な
い
慈
悲
で
あ
り
、
ま

た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
真
如
・
法
性
を
本
質
と
し
て
お
り
有
・
無
や
垢
・
浄
と
い

っ
た
二
辺
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
と
知
っ
て
発
す
菩
提
心
と
も
説
か
れ
る
。

　
「
作
願
門
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
縁
事
の
四
弘
誓
願
、
縁
理
の
四
弘
誓
願
の

中
、
後
者
の
優
位
性
を
認
め
る
文
言
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
縁
理
の
四

弘
誓
願
を
説
く
中
で
は
、

是
ヲ

名
ク

順
理
ノ

發
心
ト

。
是
レ

最
上
ノ

菩
提
心
ナ
リ

。

と
、
縁
理
の
四
弘
誓
願
を
順
理
の
発
心
と
名
付
け
、
最
上
の
菩
提
心
と
す
る
の
で

あ
る
。
他
の
例
と
し
て
、
縁
事
・
縁
理
の
四
弘
誓
願
を
説
き
明
か
し
た
後
、
次
の

よ
う
に
説
か
れ
る
。

問
。
於
何
ン
ノ

法
中
ニ

、
求
ル
ヤ

無
上
道
ヲ

。
答
。
此
ニ

有
リ

利
鈍
二
ノ

差
別
。

　

す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
教
え
に
お
い
て
さ
と
り
を
求
め
る
の
が
よ
い
か
問

い
、
そ
の
答
で
は
機
根
の
勝
れ
た
者
と
劣
っ
た
者
に
対
す
る
二
種
類
の
教
え
が
あ

る
と
す
る
。
こ
の
問
答
の
後
、『
大
智
度
論
』
等
の
経
論
を
引
用
し
て
菩
提
心
を

説
く
例
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
ま
と
め
と
し
て
割
注
に

已
上
六
文
、
是
利
根
人
菩
提
心
耳

と
、
こ
れ
以
前
に
説
い
た
の
は
機
根
の
勝
れ
た
者
の
菩
提
心
で
あ
る
と
述
べ
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
菩
提
心
に
二
種
類
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
事
の
菩
提
心
を
説

か
ず
に
理
の
菩
提
心
を
説
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
利
益
」
の
項
目
に
お
い
て
十

以
上
も
の
例
を
挙
げ
て
発
菩
提
心
の
利
益
を
説
い
た
後
、
問
答
を
設
け
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

問
。
縁
事
ノ

誓
願
モ

亦
有
リ
ヤ

勝
利
耶
。
答
。
雖
ト
モ

不
如
ナ
ラ

縁
理
ノ

、
此
レ

亦

有
リ

勝
利
。

　

こ
れ
は
、
縁
事
の
四
弘
誓
願
に
も
勝
れ
た
利
益
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
よ
り
前
に
説
か
れ
た
数
々
の
菩
提
心
の
利
益
は
縁
理
の
四
弘

誓
願
に
つ
い
て
の
利
益
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
答
え
に
お
い
て
は
、
縁

理
の
四
弘
誓
願
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
縁
事
の
四
弘
誓
願
に
も
利
益
は
あ
る
と

説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
往
生
要
集
』
で
は
明
ら
か
に
縁
理
の
四
弘
誓

願
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
節
、
法
然
の
菩
提
心
解
釈

　

法
然
は
四
釈
書
の
中
、『
往
生
要
集
釈
』
や
『
往
生
要
集
詮
要
』、『
往
生
要
集

料
簡
』
に
共
通
し
て
説
か
れ
る
説
示
の
中
で
菩
提
心
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。

そ
の
説
示
と
は
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
五
助
念
方
法
の
「
惣
結
要
行
」
に
つ
い

て
の
解
釈
で
あ
り
、
林
田
康
順
氏
の
論
で
は
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
呼
ば
れ
る
。

「
惣
結
要
行
」
と
は
、
次
章
で
詳
説
す
る
が
、「
往
生
の
要
」
は
何
か
と
い
う
問
に

対
し
て
、
①
大
菩
提
心
と
②
三
業
を
護
る
こ
と
と
③
深
く
信
じ
④
誠
を
至
し
て
⑤

常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば
⑦
願
に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
い

う
七
法
を
答
え
る
も
の
で
あ
る
。『
往
生
要
集
釈
』
の
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
で
は

次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

就
菩
提
心
、
有
事
、
有
理
。
文
ノ

中
ニ

雖
未
タ

簡
ハ

之
ヲ

、
若
シ

例
セ
ハ

念

佛
ニ

、
且
以
テ

事
ヲ

爲
往
生
ノ

要
ト

也
。
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つ
ま
り
、
菩
提
心
に
は
事
と
理
の
菩
提
心
が
あ
り
、『
往
生
要
集
』
の
中
で
は

事
と
理
の
菩
提
心
の
ど
ち
ら
を
往
生
の
要
と
す
る
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、

念
仏
に
準
ず
る
と
事
の
菩
提
心
を
往
生
の
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
念
仏
に
つ
い
て
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

於
テ

念
佛
ノ

行
ニ

、
又
有
觀
想
、
有
稱
名
。
於
テ
ハ

二
行
ノ

中
ニ

、
稱
名
ヲ

爲
要

ト

。
故
ニ

次
ノ

答
ノ

中
ニ

「
稱
念
佛
ハ

是
レ

行-

善
ナ
リ
ト

也
。」〈
云
云
〉
以
之
ヲ

往
生

要
集
ノ

意
ロ

、
以
稱
念
佛
ヲ

爲
ス
ル

往
生
ノ

至
要
ト

也
。

　

す
な
わ
ち
、
念
仏
行
に
は
観
想
念
仏
と
称
名
念
仏
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
称
名

念
仏
を
往
生
の
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
往
生
要

集
』
大
文
第
五
助
念
方
法
の
「
惣
結
要
行
」
に
説
か
れ
る
文
言
を
引
用
す
る
。
そ

の
文
言
と
は
、
仏
を
称
念
す
る
こ
と
は
行
善
す
な
わ
ち
積
極
的
な
作
善
だ
と
す
る

文
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
称
念
仏
」
は
観
想
念
仏
で
は
な
く
称
名
念
仏
だ
と
法
然

は
捉
え
る
。
凡
夫
の
往
生
を
目
指
す
法
然
が
観
想
念
仏
で
は
な
く
称
名
念
仏
を
往

生
の
要
だ
と
解
釈
す
る
の
は
、
単
に
道
理
と
し
て
凡
夫
に
と
っ
て
観
想
念
仏
が
修

し
難
く
称
名
念
仏
が
修
し
易
い
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、『
往
生
要
集
』

の
文
言
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
称
名
念
仏
を
勧

め
る
説
示
は
こ
の
他
に
も
見
ら
れ
、
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
観
察
門
」
で
は
、

観
想
念
仏
と
称
名
念
仏
を
説
い
た
上
で

若
有
ラ
ハ

不
堪
觀
念
ス
ル
ニ

相
好
ヲ

、
或
依
リ

歸
命
ノ

想
ニ

或
依
リ

引
攝
ノ

想
ニ

或
依
テ

往
生
ノ

想
ニ

、
應
ニ

一
心
ニ

稱
念
ス

。

と
観
想
念
仏
に
堪
え
ら
れ
な
い
者
の
た
め
に
称
名
念
仏
を
説
く
。
さ
ら
に
大
文
第

八
念
仏
証
拠
で
は

男
女
貴
賤
、
不
簡
ハ

行
住
坐
臥
ヲ

、
不
シ
テ

論
セ

時
處
諸
縁
ヲ

、
修
ル
ニ

之
不
難
カ

ラ

、
乃
至
臨
終
ニ

願
求
ス
ル
ニ

往
生
ヲ

得
ル
コ
ト

其
ノ

便
宜
ヲ

不
如
カ

念
佛
ニ

。

と
称
名
念
仏
は
ど
の
よ
う
な
機
根
・
状
況
・
条
件
で
も
修
す
る
こ
と
が
で
き
、
臨

終
に
お
い
て
も
往
生
を
求
め
る
の
に
最
適
で
あ
る
と
し
て
称
名
念
仏
を
勧
め
る
。

こ
の
よ
う
に
称
名
念
仏
に
つ
い
て
『
往
生
要
集
』
で
は
、
往
生
の
要
だ
と
言
え
る

根
拠
が
種
々
に
説
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
菩
提
心
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
事
の
菩
提
心
と
理
の
菩

提
心
の
中
、
ど
ち
ら
が
往
生
の
要
で
あ
る
か
と
い
う
根
拠
は
明
示
さ
れ
て
お
ら

ず
、『
往
生
要
集
』
の
文
脈
上
で
は
理
の
菩
提
心
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
凡
夫
の
往
生
を
基
本
的
立
場
と
す
る
法
然
に
と
っ
て
、
機
根
の
劣
っ
た
者

の
往
生
の
た
め
に
は
、
理
の
菩
提
心
と
い
っ
た
高
度
な
行
よ
り
も
易
行
で
あ
る
事

の
菩
提
心
の
方
を
往
生
の
要
と
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
法
然
は

「
念
仏
に
例
せ
ば
」
と
し
て
、『
往
生
要
集
』
の
文
言
に
依
ら
ず
、
易
行
で
あ
る
称

名
念
仏
を
往
生
の
要
と
す
る
の
に
準
じ
て
、
事
の
菩
提
心
（
縁
事
の
四
弘
誓
願
）

を
往
生
の
要
だ
と
解
釈
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
は
、
凡
夫
に
適
し
た
易
行
で

あ
る
称
名
念
仏
を
勧
め
る
と
い
う
自
身
の
立
場
で
『
往
生
要
集
』
を
解
釈
し
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
末
木
文
美
士
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
強
引
」
な
側

面
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
、『
往
生
要
集
義
記
』
に
お
け
る
菩
提
心
解
釈

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
然
は
事
の
菩
提
心
を
選
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
十
全
の

論
理
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
義
記
』
に
お
け
る
「
作
願
門
」
の
解

説
で
は
、
次
の
よ
う
に
問
答
を
設
け
る
。

問
。
上
ニ
ハ

標
ス

縁
理
・
縁
事
ト

。
今
何
ソ

委
ク
シ
テ

縁
理
之
相
ヲ

、
不
ル

委
セ

縁
事
ヲ

(
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法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
と
良
忠
に
よ
る
そ
の
継
承
と
深
化
（
下
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啓
介
）

四



耶
。
答
。
從
テ

勝
ニ

委
釋
ス
ル

也
。
難
シ
テ

云
、
序
ニ
ハ

云
ヒ

如
予
頑
魯
者
豈
敢
ト

、
觀

察
門
ノ

初
ニ
ハ

云
フ

初
心
行
者
不
堪
深
奧
ト

。
尤
モ

釋
シ
テ

縁
事
ヲ

可
被
ル

初
心
ニ

。
何

ソ

念
佛
ハ

勸
メ

事
ヲ

菩
提
心
ハ

先
ニ
ス
ル
ヤ

理
ヲ

。
答
。
縁
事
ハ

易
シ

解
シ

。
故
ニ

不
設
ケ

廣

釋
ヲ

、
縁
理
ハ

難
キ

解
シ

故
ニ

、
設
ル

委
釋
ヲ

也
。
或
ハ

若
シ

論
レ
ハ

法
ヲ

、
理
ハ

勝
レ

事
ハ

劣
ル

。
故
ニ

理
ヲ

可
シ

爲
本
意
ト

。
若
シ

約
セ
ハ

下
機
ニ

、
縁
事
ヲ

可
爲
本
意
ト

。

順
カ

機
ニ

故
ニ

。
兩
所
ノ

釋
約
シ
テ

二
機
ニ

影
略
互
顯
ス
ル

也
。

　

こ
こ
で
は
『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
理
の
菩
提
心
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
問
い
、
理
の
菩
提
心
の
方
が
事
の
菩
提
心
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
答
え
る
が
、
そ
れ
で
は
、
源
信
の
菩
提
心
に
対
す
る
態
度
は
、
念
仏
に
対

す
る
態
度
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
非
難
す
る
。
つ
ま
り
、『
往
生
要

集
』
の
序
文
で
は
「
如
キ

予
カ

頑
魯
之
者
豈
敢
セ
ン
ヤ

」
と
述
べ
、
ま
た
大
文
第
四
正

修
念
仏
の
「
観
察
門
」
の
初
め
に
は
「
初
心
ノ

觀
行
ハ

不
堪
深
奥
ニ

」
と
説
い
て

お
り
、
源
信
は
勝
劣
で
は
な
く
難
易
と
い
う
観
点
か
ら
、
易
行
を
勧
め
る
立
場
で

あ
り
、
念
仏
に
つ
い
て
は
理
観
で
は
な
く
事
観
を
勧
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

す
る
と
、
当
然
、
易
行
で
あ
る
事
の
菩
提
心
を
解
釈
し
て
初
心
の
行
者
の
た
め
に

説
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
往
生
要
集
』
で
は
、
菩
提
心
に
つ
い
て
は

事
で
な
く
理
の
菩
提
心
を
優
先
さ
せ
て
詳
し
く
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の

か
と
問
う
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
と
し
て
、
縁
事
の
菩
提
心
は
理
解
し
易
く
縁
理

の
菩
提
心
は
理
解
し
難
い
か
ら
だ
と
述
べ
る
。
ま
た
或
は
、
教
え
の
勝
劣
と
い
う

観
点
で
解
釈
す
る
と
、
理
の
菩
提
心
は
勝
れ
て
い
る
故
に
本
意
と
し
て
説
き
、
往

生
す
る
機
根
と
い
う
観
点
で
解
釈
す
る
と
、
事
の
菩
提
心
は
機
根
の
劣
っ
た
者
に

適
う
故
に
本
意
と
し
て
説
く
の
だ
と
す
る
。
上
根
下
機
各
々
に
対
す
る
教
え
の
適

否
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
解
釈
が
互
い
に
補
完
し
合
う
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
、
念
仏
に
関
し
て
易
行
で
あ
る
事
観
を
勧
め
る
の
に
合
わ
せ
て
、
菩
提

心
に
関
し
て
も
理
で
は
な
く
事
の
菩
提
心
を
勧
め
る
べ
き
だ
と
い
う
解
釈
を
述
べ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
事
の
菩
提
心
は
機
根
の
劣
っ
た
者
の
往
生
の
た
め
の
行
だ

と
論
じ
る
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
易
行
で
あ
る
称
名
念
仏
を
選
ぶ
の
に
準
じ
て

理
の
菩
提
心
で
は
な
く
事
の
菩
提
心
を
選
ぶ
と
い
う
の
は
法
然
の
「
惣
結
要
行
Ｂ

釈
」
の
説
で
あ
り
、『
義
記
』
の
こ
の
解
説
は
法
然
の
菩
提
心
に
対
す
る
解
釈
と

同
じ
論
理
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
法
然
の
解
釈
で
は
『
往
生
要
集
』

の
文
脈
に
依
ら
ず
に
事
の
菩
提
心
を
往
生
の
要
だ
と
し
て
お
り
、
そ
れ
で
は
何

故
、『
往
生
要
集
』
で
は
理
の
菩
提
心
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
か
が
明
確
で

は
な
か
っ
た
。『
義
記
』
に
お
け
る
こ
の
説
示
は
、『
往
生
要
集
』
で
説
か
れ
る
菩

提
心
に
つ
い
て
、
事
の
菩
提
心
が
凡
夫
の
往
生
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
と
と
も
に
、
理
の
菩
提
心
が
優
先
し
て
説
か
れ
る
理
由
を
補
足
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
法
然
の
解
釈
を
念
頭
に
お
い
て
法
然
の
説
示
に
合
わ
せ
た
解
説
を
行
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
義
記
』
に
お
け
る
本
説
示
は
、
法
然
の
言
葉
を
直
接
引

用
し
て
い
な
い
が
法
然
の
解
釈
と
合
致
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、
法
然
の
『
往
生

要
集
』
解
釈
が
そ
の
ま
ま
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

第
二
章
、「
惣
結
要
行
」
に
お
け
る
菩
提
心
解
釈

第
一
節
、『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
説
示

　
「
惣
結
要
行
」
は
『
往
生
要
集
』
の
大
文
第
五
助
念
方
法
に
お
い
て
説
か
れ
る

説
示
で
、
以
下
の
よ
う
に
「
往
生
の
要
」
に
つ
い
て
の
ま
と
め
を
説
く
も
の
で
あ

(
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る
。

問
。
上
ノ

諸
門
ノ

中
ニ

所
陳
ル

既
多
ケ
レ
ト
モ

、
未
知
ラ

何
ン
ノ

業
カ

爲
ル
コ
ト
ヲ

往
生
ノ

要
ト

。
答
。
大
菩
提
心
ト

、
護
ル
ト

三
業
ヲ

、
深
ク

信
シ

、
至
シ
テ

誠
、
常
ニ

念
セ
ハ

佛
、

隨
ヒ

願
、
決
定
シ
テ

生
セ
ン

極
樂
ニ

。

　

す
な
わ
ち
、「
往
生
の
要
」
は
何
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
①
大
菩
提
心
と
②

三
業
を
護
る
こ
と
と
③
深
く
信
じ
④
誠
を
至
し
て
⑤
常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば

⑦
願
に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
い
う
七
法
を
答
え
る
の
で
あ

る
。

第
二
節
、
法
然
の
「
惣
結
要
行
」
解
釈

　

法
然
は
「
惣
結
要
行
」
に
関
し
て
、
四
釈
書
に
お
い
て
二
通
り
の
解
釈
を
述
べ

て
い
る
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、『
往
生
要
集
釈
』
に
説
か
れ
る
「
略
」
の
解
釈
で
あ
り
、
先

に
挙
げ
た
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
区
別
し
て
林
田
氏
は
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
と
呼

ん
で
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、『
往
生
要
集
』
の
「
惣
結
要
行
」
に
お
け
る
七
法
は

『
往
生
要
集
』
の
正
意
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、『
往
生
要
集
釈
』
で
以
下

の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

云
フ

大
菩
提
心
、
護
三
業
、
深
信
、
至
誠
、
常
、
念
佛
、
隨
願
、
決
定
往
生

極
樂
ト

。
此
レ

尚
ヲ

准
シ
テ

問
ニ

雖
尋
ト

要
否
ヲ

、
是
レ

且
ク

助
念
門
ノ

意
ナ
リ

也
。
非

此
ノ

集
ノ

正
意
ニ
ハ

也
。
問
。
何
ヲ

以
テ
カ

得
タ
ル

知
コ
ト

、
非
ト
ハ

正
意
ニ

乎
。
答
。
止
惡

修
善
ノ

中
ニ

云
ク

、「
問
。
念
佛
ス
レ
ハ

且
ク 

ミ

自
滅
罪
、
何
ソ

必
シ
モ

堅
ク

持
セ
ン

戒
ヲ

。

答
。
一
心
ニ

念
セ
ハ

誠
ニ

如
シ

所
ノ

責
セ
ム
ル

。
然
ニ

盡-

日
ニ

念
佛
シ
テ

閑
ニ

檢
ル
ニ

其
ノ

實
ヲ

、
淨
心
ハ

是
レ

一
兩
、
其
ノ

餘
ハ

皆
ナ

濁-

亂
ナ
リ

。
乃
至
是
ノ

故
ニ

要
ス

當
ニヘ

シ

精

進
ニ

持
テ

淨
戒
ヲ

猶
如
ク
ス

護
ル
カ

明
珠
。」
故-

ニ

知
ヌ

、
如-

説
ニ

念
佛
セ
ハ

必
シ
モ

不

可
具
持
戒
等
ヲ

。
以
此
ヲ

言
フ
ナ
リ

略
ト

也
。

　
『
往
生
要
集
』
で
は
「
往
生
の
要
」
に
つ
い
て
①
大
菩
提
心
と
、
②
三
業
を
護

る
こ
と
と
、
③
深
く
信
じ
、
④
誠
を
至
し
て
⑤
常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば
、
⑦

願
に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

「
往
生
の
要
」
は
何
か
と
い
う
問
に
応
じ
て
と
り
あ
え
ず
こ
の
七
法
を
選
ん
で
い

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
助
念
門
の
意
図
で
あ
っ
て
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で

は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
理
由
に
つ
い
て
一
心

に
念
仏
す
れ
ば
罪
を
滅
す
る
と
い
う
『
往
生
要
集
』
の
「
止
悪
修
善
」
の
文
言
を

引
用
し
、
持
戒
等
は
往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
法
然
の
「
惣
結
要
行
」
に
関
す
る
二
つ
目
の
解
釈
は
、
前
章
に
お
い
て

既
に
述
べ
た
が
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、

『
往
生
要
集
』
の
「
惣
結
要
行
」
に
お
け
る
七
法
は
『
往
生
要
集
』
の
正
意
で
あ

る
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、『
往
生
要
集
釈
』
で
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

先
ツ

發
シ

縁
事
ノ

大
菩
提
心
ヲ

、
次
ニ

持
テ

十
重
ノ

木

、
以
テ

深
信
ト

至
誠
ト
ヲ

、
常
ニ

稱
シ

彌
陀
ノ

名
號
ヲ

、
隨
テ

願
ニ

、
決
定
シ
テ

得
ヘ
シ

往
生
ヲ

。
是-

レ

則
此
ノ

集
ノ

正
意
ナ
リ

也
。

　

つ
ま
り
、
先
の
「
略
」
の
解
釈
（「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」）
と
正
反
対
の
説
示
な
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
往
生
要
集
釈
』
に
は
相
反
す
る
二
つ
の
「
惣
結
要
行
」

に
関
す
る
解
釈
が
説
か
れ
て
お
り
、
従
来
か
ら
の
研
究
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

第
三
節
、『
往
生
要
集
義
記
』
に
お
け
る
「
惣
結
要
行
」
の
解
釈

　

以
上
を
踏
ま
え
て
『
義
記
』
で
は
「
惣
結
要
行
」
を
ど
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い

(
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る
か
検
討
し
よ
う
。『
義
記
』
で
は
、『
往
生
要
集
』
大
文
第
五
助
念
方
法
の
「
惣

結
要
行
」
を
解
説
す
る
項
目
に
お
い
て
、
上
記
の
二
通
り
の
解
釈
に
対
す
る
良
忠

自
身
の
主
張
は
な
く
以
下
の
よ
う
に
法
然
の
解
釈
の
通
り
だ
と
説
く
の
み
で
あ

る
。

此
段
ノ

料
簡
ハ

如
シ

上
人
ノ

釋
ノ

。

　
『
義
記
』
に
お
い
て
法
然
の
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
を
直
接
引
用
し
た
箇
所
は
な

く
、「
上
人
の
釈
」
と
は
次
に
挙
げ
る
引
用
箇
所
の
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」（「
略
」

の
解
釈
）
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
義
記
』
の
冒
頭
で
は
『
往
生
要
集
』

の
題
目
を
「
往
生
」、「
要
」、「
集
」
に
分
け
て
解
説
し
て
お
り
、
そ
の
「
要
」
の

説
示
に
お
い
て
、
法
然
の
解
釈
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

祖
師
ノ

釋
ニ

云
、
付
テ

此
ノ

要
集
ニ

有
リ

廣
略
要
ニ

。
一
ニ

廣
ト

者
、
此
ノ

一
部
三
卷
ニ

有
リ

序
正
流
通
、
厭
離
等
ノ

十
門
、
束
テ

以
テ

名
ク

廣
ト

。
二
ニ

略
ト

者
、
總
結
要
行

ノ

七
法
是
レ

也
。〈
乃
至
〉
此
レ

尚
ホ

準
シ
テ

問
ニ

雖
ト
モ

簡
ト

要
否
ヲ

、
是
レ

且
ク

助
念
門

ノ

意
也
。
非
此
ノ

集
ノ

正
意
ニ
ハ

。
所
以
知
ル

者
、
上
ノ

止
惡
修
善
ノ

中
ニ

云
、

「
問
。
念
佛
セ
ハ

自
ラ

滅
ス

罪
ヲ

、
何
ソ

必
シ
モ

堅
ク

持
戒
セ
ン
ヤ

。
答
。
若
シ

一
心
ニ

念
セ
ハ

誠
ニ

如
シ

所
ノ

責
ル

。」〈
已
上
〉
故
ニ

知
ヌ

、
如
説
ニ

念
佛
セ
ハ

不
必
ス
シ
モ

可
淫具
ス

持

戒
等
ヲ

矣
。
三
ニ

要
ト

者
、
約
シ
テ

念
佛
ノ

一
行
ニ

勸
進
ス
ル

文
是
レ

也
。
第
四
ニ

正
修

念
佛
門
ノ

中
ノ

觀
察
門
ニ

云
、「
初
心
ノ

觀
行
ハ

不
堪
深
奧
ニ

。〈
乃
至
〉
是
ノ

故
ニ

可
修
ス

色
相
觀
ヲ

。
此
ヲ

分
テ

爲
三
ト

。
一
ニ
ハ

別
相
觀
、
二
ニ
ハ

總
相
觀
、
三
ニ
ハ

雜
略
觀
也
。
隨
テ

意
樂
ニ

應
ニ

用
フ

之
ヲ

。
若
シ

有
ハ

不
ル
コ
ト

堪
觀
念
ス
ル
ニ

相
好
ヲ

、

或
ハ

依
リ

歸
命
想
ニ

、
或
ハ

依
リ

引
接
想
ニ

、
或
ハ

依
テ

往
生
想
ニ

、
應
ニ

一
心
ニ

稱

念
ス

。〈
已
上
意
樂
不
同
故
明
種
種
觀
〉
行
住
坐
臥
、
語
默
作
作
、
常
ニ

以
テ

此
ノ

念
ヲ

在
ヲ
ク
コ
ト

於
胸
中
ニ

、
如
ク
シ

飢
ヘ
テ

念
淫フカ
食
ヲ

、
如
ク
ス
ヘ
シ

渴
シ
テ

追
淫フカ
水
ヲ

。

或
ハ

低
レ

頭
ヲ

擧
ケ

手
ヲ

、
或
ハ

擧
テ

聲
ヲ

稱
名
セ
ヨ

。
外
儀
雖
ト
モ

異
ナ
リ
ト

心
念
ハ

常
ニ

存
シ

テ

念
念
相
續
シ
テ

、
寤
寐
ニ

莫
レ

忘
ル
コ
ト

。」〈
已
上
〉
又
念
佛
證
據
門
ニ

問
テ

云
、

「
一
切
ノ

善
業
ニ

各
有
テ

利
益
各
得
往
生
ヲ

、
何
カ

故
ソ

唯
勸
ル
ヤ

念
佛
ノ

一
門
ヲ

。

答
。
今
勸
ル
コ
ト
ハ

念
佛
ヲ

、
非
是
レ

遮
ル
ニ
ハ

餘
ノ

種
種
ノ

妙
行
ヲ

。
只
是
レ

男
女
貴

賤
、
不
簡
ハ

行
住
坐
臥
ヲ

、
不
論
セ

時
處
諸
縁
ヲ

、
修
ス
ル
ニ

之
ヲ

不
難
カ
ラ

、
乃

至
臨
終
ニ

願
求
ス
ル
ニ

往
生
ヲ

、
得
ル
コ
ト

其
ノ

便
宜
ヲ

不
如
カ

念
佛
ニ

。
故
ニ

木

經
ニ

云
、
難
陀
國
ノ

波
瑠
璃
王
〈
乃
至
〉
其
ノ

餘
ノ

行
法
ハ

因
テ

明
ス
ニ

彼
ノ

法
ノ

種
種
ノ

功

能
ヲ

自
ラ

説
ク

往
生
之
事
ヲ

。
不
如
直
ニ

辨
ス
ル
ニ

往
生
之
要
ヲ

多
ク

云
ニ
ハ

念
佛
ト

。

〈
乃
至
〉
明
ニ

知
ヌ

、
契
經
ニ
ハ

多
ク

以
テ

念
佛
ヲ

爲
ル
コ
ト
ヲ

往
生
ノ

要
ト

。」〈
云
云
〉
私

ニ

云
、
初
問
ノ

意
者
可
シ

唯
勸
ノ

語
ハ

正
ク

指
ス
ナ
ル

上
ノ

觀
察
門
ノ

中
ノ

行
住
坐
臥
等
ノ

文
ヲ

也
。
其
ノ

故
ハ

尋
ル
ニ

一
部
ノ

始
末
ヲ

慇
懃
ノ

勸
進
、
唯
在
リ

觀
察
ノ

一
門
ニ

。
餘

處
ニ
ハ

全
ク

所
不
ル

見
也
。
答
ノ

中
ニ

有
二
義
。
一
ニ

者
難
行
易
行
。〈
云
云
〉
二

ニ

者
少
分
多
分
。〈
云
云
〉
次
ノ

問
答
ノ

中
ニ

有
リ

三
義
。
一
ニ

者
因
明
直
辨
。〈
云

云
〉
二
ニ

者
自
説
不
自
説
。〈
云
云
〉
三
ニ

者
攝
取
不
攝
取
。〈
云
云
〉
後
ノ

問

答
ノ

中
ニ

有
一
義
。
如
來
ノ

隨
機
ト

四
依
ノ

理
盡
ト
ナ
リ

。〈
云
云
〉
是
レ

即
此
集
ノ

本

意
也
ト

可
思
。」〈
已
上
祖
師
釋
〉

　

こ
こ
で
は
、『
往
生
要
集
釈
』
に
説
か
れ
る
法
然
の
「
広
」・「
略
」・「
要
」
の

解
釈
を
引
用
し
て
、「
惣
結
要
行
」
は
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で
は
な
く
、

念
仏
の
一
行
を
勧
進
す
る
こ
と
が
『
往
生
要
集
』
の
本
意
だ
と
す
る
。
そ
の
根
拠

と
し
て
大
文
第
四
正
修
念
仏
や
大
文
第
八
念
仏
証
拠
の
文
言
を
用
い
て
い
る
。

　
『
義
記
』
で
は
こ
の
後
、「
有
云
」
と
言
い
、
あ
る
者
の
主
張
と
し
て
の
解
釈
を

述
べ
て
そ
れ
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
あ
る
者
の
主
張
と
は
次
の
よ
う
な
解
釈
で
あ

る
。

(
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有
云
、
於
テ

七
法
ノ

中
ニ

猶
除
テ

護
三
業
ヲ

、
以
テ

餘
ノ

六
法
ヲ

爲
要
中
ノ

要
ト

。
即
チ

集
ノ

文
ニ

云
、「
問
。
念
佛
ハ

自
ラ

滅
ス

罪
ヲ

、
何
ソ

必
ス

堅
ク

持
タ
ン

戒
ヲ

。
答
。
若
シ

一

心
ニ

念
セ
ハ

誠
ニ

如
シ

所
ノ

責
ル

。」〈
云
云
〉
今
云
、
此
レ

亦
不
然
ラ

、
猶
可
シ

除
ク

菩

提
心
ヲ

也
。

　

つ
ま
り
、「
惣
結
要
行
」
に
お
い
て
選
ば
れ
る
七
法
（
①
大
菩
提
心
と
②
三
業

を
護
る
こ
と
と
③
深
く
信
じ
④
誠
を
至
し
て
⑤
常
に
⑥
仏
を
念
ず
る
な
ら
ば
⑦
願

に
随
っ
て
、
決
定
し
て
極
楽
に
往
生
す
る
と
い
う
七
法
）
に
関
し
て
、『
往
生
要

集
』
の
文
言
を
根
拠
と
し
て
「
護
三
業
」
す
な
わ
ち
持
戒
を
除
き
、
持
戒
を
除
い

た
六
法
が
「
要
の
中
の
要
」
だ
と
す
る
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ

の
主
張
は
妥
当
で
は
な
く
、
菩
提
心
も
除
く
べ
き
で
あ
る
と
反
論
す
る
。

　

こ
こ
で
「
有
云
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
主
張
は
、
上
記
の
法
然
の
引
用
と
同
じ

く
持
戒
の
要
否
を
示
す
『
往
生
要
集
』
の
文
言
を
根
拠
と
す
る
点
か
ら
、
法
然
の

『
往
生
要
集
釈
』
と
の
関
連
性
が
窺
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
主
張
は
法
然
の

「
略
」
の
解
釈
（「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」）
に
関
連
し
て
生
じ
得
る
内
容
だ
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、『
義
記
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
法
然
は
、
ま
ず
「
略
」

の
解
釈
に
お
い
て
「
惣
結
要
行
」
の
七
法
が
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で
は
な

い
と
し
、
続
く
「
要
」
の
解
釈
に
お
い
て
念
仏
を
勧
進
す
る
こ
と
が
『
往
生
要

集
』
の
本
意
だ
と
す
る
。
こ
の
時
、「
略
」
の
解
釈
で
七
法
が
正
意
で
は
な
い
と

解
釈
す
る
根
拠
は
、『
往
生
要
集
』
の
「
必
ず
し
も
持
戒
を
修
せ
ず
と
も
一
心
に

念
仏
す
れ
ば
罪
を
滅
す
る
」
と
い
う
説
示
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
法

然
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
持
戒
に
関
す
る
文
言
の
み
で
あ
り
、「
惣
結

要
行
」
で
選
ば
れ
る
七
法
の
中
に
は
他
に
例
え
ば
菩
提
心
と
い
っ
た
行
も
含
ま
れ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
『
往
生
要
集
』
の
文
言
が
指
す
の
は
持
戒
の
要
否
の

み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
六
法
に
つ
い
て
法
然
は
根
拠
を
示
し
て
言
及
し
て
い
る
訳

で
な
い
の
で
あ
る
。
法
然
の
解
釈
の
通
り
持
戒
が
往
生
の
必
須
条
件
で
な
い
こ
と

を
示
す
こ
と
に
よ
り
「
七
法
」
は
成
立
し
な
く
な
る
の
だ
が
、
持
戒
以
外
の
六
法

が
往
生
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。
そ
れ
故
、『
往
生
要
集
』

の
文
言
に
基
づ
い
て
、
七
法
の
中
の
持
戒
の
み
を
除
く
六
法
が
「
要
中
の
要
」
だ

と
い
う
主
張
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
張
は
「
略
」
の
解
釈
で
法
然
が
自
身
の
解
釈
の
根
拠
と
し
て
用
い
る

『
往
生
要
集
』
の
文
言
と
同
じ
箇
所
を
根
拠
と
し
て
い
る
た
め
、「
略
」
の
解
釈

は
、「
七
法
が
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
と

も
に
、「
持
戒
を
除
く
六
法
が
〈
要
中
の
要
〉
だ
」
と
い
う
主
張
を
も
生
じ
さ
せ

得
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
然
は
「
要
」
の
解
釈
に
お
い
て
念
仏
の
一
行

を
勧
め
る
こ
と
が
『
往
生
要
集
』
の
本
意
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
略
」
の
解
釈
と
「
要
」
の
解
釈
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
が

生
じ
る
。『
義
記
』
に
お
け
る
上
記
（「
有
云
」）
の
主
張
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論

は
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
解
消
す
る
意
図
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
義
記
』
で
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

故
ニ

祖
師
料
簡
ニ

引
テ

上
ノ

文
ヲ

、
云
ヘ
リ

故
ニ

知
ヌ

、
如
説
ニ

念
佛
セ
ハ

不
必
ス
シ
モ

可
院

具
ス

持
戒
等
ヲ

矣
。〈
已
上
〉
所
ノ

言
「
等
ト

」
者
、
等
取
ス
ル

菩
提
心
ヲ

也
。
何
ヲ

以
テ

得
ル

知
ル
コ
ト
ヲ

。
作
願
門
ニ

云
、「
問
。
若
シ

不
ル

發
願
者
ハ

、
終
ニ

不
ル
ヤ

往
生
セ

耶
。
答
。
諸
師
不
同
ナ
リ

。
有
云
、
九
品
生
ノ

人
皆
發
ス

菩
提
心
ヲ

。〈
云
云
慈
恩

同
之
〉
有
云
、
中
下
品
ハ

但
由
テ

福
分
ニ

生
ス

。
上
品
ハ

具
シ
テ

福
分
ト

道
分
ト
ヲ

生

ス

。〈
云
云
〉
道
分
ト

者
是
レ

菩
提
心
ノ

行
也
。
問
。
如
ク

菩
提
心
ニ

諸
師
ノ

異
解
ア
ル

カ

、
欣
ノ

淨
土
ヲ

心
モ

亦
不
同
ナ
ル

耶
。
答
。
大
菩
提
心
ニ
ハ

雖
ト
モ

有
ト

異
説
、
欣
淨

(
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土
之
願
ハ

九
品
皆
ナ

應
ニ

具
ス

。」〈
已
上
〉
是
レ

除
ク

菩
提
心
ヲ

之
證
也
。

　

つ
ま
り
、
法
然
の
解
釈
で
は
「
持
戒
等
」
が
往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と
述

べ
て
お
り
、「
等
」
の
語
に
は
菩
提
心
が
含
ま
れ
、
持
戒
と
同
様
に
菩
提
心
も
ま

た
「
往
生
の
要
」
か
ら
除
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
往
生
要

集
』
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
作
願
門
」
に
説
か
れ
る
次
の
よ
う
な
説
示
を
挙
げ

る
。
す
な
わ
ち
、
発
願
し
な
い
者
は
往
生
し
な
い
の
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
諸

師
の
解
釈
は
一
様
で
は
な
い
と
答
え
る
。
そ
の
例
と
し
て
、『
観
無
量
寿
経
』
の

中
品
・
下
品
の
者
は
福
分
（
世
間
的
な
功
徳
）
に
よ
っ
て
往
生
し
、
上
品
の
者
は

福
分
と
道
分
（
出
世
間
的
な
功
徳
）
を
具
え
て
往
生
す
る
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ

る
。
道
分
と
は
菩
提
心
の
行
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
品
・
下
品
の
者
の
よ
う
に
、

必
ず
し
も
菩
提
心
の
行
が
な
く
と
も
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
が
、
菩
提
心
を
往
生
の
必
須
条
件
か
ら
除
く
証
拠
で
あ
る
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
持
戒
は
往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と
す
る
『
往
生
要
集
』
の

文
言
を
根
拠
と
し
て
、
法
然
が
「
惣
結
要
行
」
の
七
法
は
『
往
生
要
集
』
全
体
の

正
意
で
は
な
い
と
解
釈
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、『
義
記
』
で
は
そ
の
解
釈
に
対

す
る
疑
義
を
解
消
す
る
よ
う
に
、
菩
提
心
も
ま
た
往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と

い
う
解
説
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
法
然
の
解
釈
に
対
し
て
、

そ
の
解
釈
を
受
容
し
た
上
で
、
法
然
が
文
言
上
説
い
て
い
な
い
菩
提
心
の
要
否
に

つ
い
て
、
問
答
を
設
け
る
こ
と
で
補
足
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

更
に
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
説
示
か
ら
次
の
点
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、『
義
記
』
に
お
い
て
は
、『
往
生
要
集
』
の
「
惣
結
要
行
」
に
関
す
る
法

然
の
二
通
り
の
解
釈
の
中
、
そ
の
両
方
を
受
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
惣
結
要
行
」
に
お
け
る
法
然
の
二
通
り
の
解
釈
は
先
に
示
し
た
通
り
で
あ
り
、

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
作
願
門
」
に
お
け
る
菩
提
心
に

つ
い
て
の
『
義
記
』
で
の
解
説
は
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
の
内
容
を
踏
ま
え
た
説
示

で
あ
っ
た
。
一
方
、
本
節
で
示
し
た
よ
う
に
『
義
記
』
の
冒
頭
で
引
用
さ
れ
る
の

は
「
略
」
の
解
釈
（「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」）
な
の
で
あ
る
。

　

法
然
の
二
通
り
の
「
惣
結
要
行
」
の
解
釈
は
互
い
に
正
反
対
の
主
張
で
あ
っ

て
、
本
来
、
同
一
の
書
物
に
説
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
義

記
』
は
、
そ
の
二
通
り
の
中
、
片
方
の
み
を
受
容
し
て
も
う
片
方
は
完
全
に
排
除

す
る
と
い
っ
た
態
度
を
取
ら
な
い
と
言
え
る
。
冒
頭
で
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
の
立

場
を
説
き
、
そ
れ
に
対
し
て
大
文
第
四
正
修
念
仏
の
「
作
願
門
」
の
解
説
に
お
い

て
は
「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
に
説
か
れ
る
菩
提
心
の
解
釈
を
説
き
、
大
文
第
五
助
念

方
法
の
「
惣
結
要
行
」
を
解
説
す
る
段
落
で
は
法
然
の
解
釈
の
通
り
だ
と
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
惣
結
要
行
」
は
往
生
の
た

め
に
は
念
仏
の
他
に
持
戒
や
菩
提
心
等
を
加
え
た
七
法
を
修
す
べ
き
だ
と
説
く
も

の
で
あ
る
か
ら
、
専
修
念
仏
を
説
く
法
然
に
と
っ
て
、「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
は
ま

さ
に
、『
往
生
要
集
』
と
法
然
が
説
く
念
仏
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
は
『
往
生
要
集
』
と
法
然
が
説
く

念
仏
は
異
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
本
検
討
で
示
し
た
説
示
を
見
る
限
り

で
は
、「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
菩
提
心
の
解
釈
を
含
む

「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
を
完
全
に
排
除
は
し
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
法

然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
の
複
雑
さ
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
坂
田
良
弘
氏
が
「
要

集
に
明
か
す
念
佛
は
頗
る
複
雜
で
あ
つ
て
、
そ
の
眞
意
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易

で
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
往
生
要
集
』
の
理
解
も
ま
た
単
純
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ま
と
め
る
。

　

①
『
往
生
要
集
』
の
「
作
願
門
」
で
は
理
の
菩
提
心
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る

が
、『
義
記
』
で
は
そ
の
理
由
を
教
え
の
勝
劣
に
依
る
か
ら
だ
と
し
、
一
方
で
機

根
が
劣
っ
た
者
の
往
生
と
い
う
観
点
で
は
事
の
菩
提
心
を
本
意
と
す
る
の
だ
と
解

説
す
る
。
こ
れ
は
理
と
事
の
菩
提
心
の
中
で
は
事
の
菩
提
心
を
往
生
の
要
だ
と
す

る
法
然
の
解
釈
に
基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

②
『
義
記
』
で
は
「
惣
結
要
行
」
の
七
法
の
中
、
持
戒
だ
け
で
な
く
菩
提
心
も

往
生
の
必
須
条
件
で
は
な
い
と
解
説
す
る
。
こ
の
よ
う
な
解
説
の
背
景
に
は
七
法

が
『
往
生
要
集
』
全
体
の
正
意
で
は
な
い
と
す
る
法
然
の
解
釈
が
窺
え
る
。

　

上
記
の
箇
所
で
は
法
然
の
直
接
の
引
用
が
な
く
と
も
法
然
の
『
往
生
要
集
』
解

釈
を
踏
ま
え
て
法
然
の
立
場
を
補
足
し
て
お
り
、
良
忠
が
法
然
の
『
往
生
要
集
』

解
釈
を
継
承
し
そ
の
理
解
を
よ
り
深
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
。『
義

記
』
の
さ
ら
な
る
理
解
に
は
、
こ
の
よ
う
な
直
接
の
引
用
が
な
い
箇
所
に
つ
い
て

も
法
然
の
解
釈
を
考
慮
し
て
い
く
べ
き
だ
と
言
え
る
。

〔
注
〕

坂
田
良
弘
「
往
生
要
集
の
念
仏
」（『
浄
土
学
』
第
二
一
輯
、
浄
土
学
研
究
会
、
一

九
四
六
年
）
一
三
頁
で
は
「
我
が
宗
學
者
は
、
古
今
を
通
じ
て
此
の
考
察
を
缺
い

て
居
る
、
從
つ
て
惠
心
の
淨
土
學
に
精
通
す
る
學
者
も
乏
し
く
、
そ
れ
に
對
す
る

著
作
も
少
な
い
の
で
あ
る
。
之
れ
に
反
し
眞
宗
に
於
て
は
惠
心
を
第
六
祖
に
列
す

る
ほ
ど
で
重
視
し
て
居
る
宗
學
の
建
前
か
ら
、
其
の
研
究
も
深
位
に
進
め
ら
れ
て

居
る
や
う
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
福
𠩤
隆

「
法
然
に
お
け
る
源
信
教
学
の
受
容
と
展
開
」（『
佛
教
大
学

総
合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
「
法
然
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」、
佛
教
大
学
総
合
研

究
所
、
二
○
○
二
年
）
や
南
宏
信
「
法
然
「
八
種
選
択
義
」
の
淵
源
│
│
『
往
生

要
集
』
か
ら
『
選
択
集
』
へ
│
│
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
四
一
号
、
知
恩
院
浄

土
宗
学
研
究
所
、
二
○
一
五
年
）
等
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
石
井
教
道
氏
は
法
然
の
思
想
変
遷
を
三
段
（
浅
劣
念
仏
期
、
本
願
念
仏

期
、
選
択
念
仏
期
）
に
分
け
、『
往
生
要
集
』
の
四
釈
書
の
成
立
時
期
を
浅
劣
念

仏
期
に
当
て
て
い
る
（
石
井
教
道
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
第
三
刷
）（
平

楽
寺
書
店
、
一
九
七
九
年
）
序
五
頁
）。

た
だ
し
、
良
忠
の
註
釈
書
に
は
『
往
生
要
集
鈔
』
と
題
さ
れ
る
書
物
も
存
在
し
、

『
往
生
要
集
鈔
』
か
ら
『
義
記
』
へ
と
増
補
・
再
編
集
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ

れ
る
（
南
宏
信
「
良
忠
撰
『
往
生
要
集
』
注
釈
書
の
成
立
過
程
」（
佛
教
大
学
総

合
研
究
所
編
『
法
然
上
人
八
○
○
年
大
遠
忌
記
念　

法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』

佛
教
大
学
、
二
○
一
二
年
）
七
五
二
頁
）。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
検
討
箇
所
に

お
け
る
『
往
生
要
集
鈔
』
と
の
異
同
も
考
慮
す
る
。

浄
土
宗
鎮
西
派
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
注
釈
書
と
し
て
、
こ
の
他
に
廓
瑩

（
│
一
六
九
五
）
の
『
往
生
要
集
指
麾
鈔
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

大
谷
旭
雄
「『
往
生
要
集
義
記
』
に
つ
い
て
」（『
浄
土
学
』
第
三
六
輯
、
大
正
大

学
浄
土
学
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
一
七
八
頁
。

大
谷
旭
雄
「『
往
生
要
集
義
記
』
に
つ
い
て
」（『
浄
土
学
』
第
三
六
輯
、
大
正
大

学
浄
土
学
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
一
七
七
頁
。

南
宏
信
「『
往
生
要
集
』
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三

五
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六
頁
。

那
須
一
雄
「
弁
長
・
良
忠
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
理
解
に
つ
い
て
」（『
印
度
学

仏
教
学
研
究
』
第
五
五
巻
第
二
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
二
○
○
七
年
）
一

八
三
頁
。

『
浄
全
』
一
・
二
五
一
頁
・
下
十
五
行
を
指
す
。
た
だ
し
、『
往
生
要
集
』
で
は

『
浄
土
論
』
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
六
九
頁
・
下
十
一
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
六
九
頁
・
下
十
五
行
。
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衆
生
の
数
に
限
り
は
な
い
が
誓
っ
て
全
て
救
い
と
ろ
う
と
い
う
願
。

煩
悩
の
数
に
限
り
は
な
い
が
誓
っ
て
全
て
断
ち
切
ろ
う
と
い
う
願
。

教
え
は
無
数
に
あ
る
が
誓
っ
て
全
て
知
り
尽
く
そ
う
と
い
う
願
。

こ
の
上
な
い
さ
と
り
を
誓
っ
て
証
得
し
よ
う
と
い
う
願
。

『
往
生
要
集
』
で
は
「
言
ハ

縁
ス
ル

事
四
弘
ト

者
、
一
ニ
ハ

衆
生
無
邊
誓
願
度
。
應
ニ

念

ス

。
一
切
衆
生
ニ

悉
有
リ

佛
性
。
我
、
皆
、
令
ン
ト
ス

入
ラ

無
餘
涅
槃
ニ

。
此
心
、
即
是
、

饒
益
有
情
戒
ナ
リ

。
亦
、
是
、
恩
徳
ノ

心
ナ
リ

。
亦
、
是
、
縁
因
佛
性
ニ
シ
テ

、
應
身
ノ

菩

提
ノ

因
ナ
リ

。
二
ニ
ハ

煩
惱
無
邊
誓
願
斷
。
此
是
レ

、
攝
律
儀
戒
ナ
リ

。
亦
、
是
レ

斷
徳
ノ

心

ナ
リ

。
亦
、
是
、
正
因
仏
性
ニ
シ
テ

、
法
身
ノ

菩
提
ノ

因
ナ
リ

。
三
ニ
ハ

法
門
無
盡
誓
願
知
。

此
是
レ

、
攝
善
法
戒
ナ
リ

。
亦
、
是
、
智
徳
ノ

心
ナ
リ

。
亦
、
是
、
了
因
佛
性
ニ
シ
テ

、
報

身
ノ

菩
提
ノ

因
ナ
リ

。
四
ニ
ハ

無
上
菩
提
誓
願
證
。
此
ハ

是
レ

、
願
求
ス

佛
果
菩
提
ヲ

。

謂
、
由
テ

具
足
ス
ル
ニ

前
三
ノ

行
願
ヲ

、
證
得
シ

三
身
圓
満
ノ

菩
提
ヲ

、
還
亦
、
廣
ク

度
セ

ン
ト
ス

一
切
ノ

衆
生
ヲ

」（『
浄
全
』
十
五
・
七
○
頁
・
上
一
行
）
と
説
か
れ
る
。

『
往
生
要
集
』
で
は
「
二
ニ

縁
ル
ノ

理
願
ト

者
、
一
切
ノ

諸
法
ハ

本
來
寂
靜
ニ
シ
テ

、
非
有

ニ

、
非
無
ニ

、
非
常
ニ

、
非
斷
ニ

、
不
ス

生
ニ

、
不
ス

滅
ニ

、
不
ス

垢
ニ

、
不
ス

淨
ニ

。
一

色
一
香
モ

無
シ

非
ル
コ
ト

中
道
ニ

。
生
死
即
涅
槃
、
煩
惱
即
菩
提
ナ
リ

。
翻
セ
ハ

一
一
ノ

塵
勞

門
ヲ

、
即
是
、
八
萬
四
千
ノ

諸
波
羅
蜜
ナ
リ

。
無
明
ヲ

變
シ
テ

爲
ル
ハ

明
ト

、
如
ク

融
シ
テ

氷
ヲ

成
淫スカ
水
ト

、
更
ニ

非
ス

遠
キ

物
ニ

。
不
ス

餘
處
ヨ
リ

來
ル
ニ

。
但
タ

一
念
ノ

心
ニ

普
ク

皆
具
足
ス

。

如
シ

如
意
珠
ノ

、
非
有
ル
ニ

寶
、
非
院ルカ
無
キ
ニ

寶
。
若
シ

謂
ハ

無
ト

者
、
即
チ

妄
語
ナ
リ

。
若

シ

謂
ハ
ハ

有
ト

者
、
即
チ

邪
見
ナ
リ

。
不
可
以
心
ヲ

知
ル

。
不
可
以
言
辨
ス

。
衆

生
、
於
此
ノ

不
思
議
、
不
縛
ノ

法
ノ

中
ニ

而
思
想
シ
テ

作
シ

縛
ヲ

、
於
無
脱
ノ

法
ノ

中
ニ

而

求
ム

於
脱
ヲ

。
是
故
ニ

普
ク

於
法
界
ノ

一
切
衆
生
ニ

、
起
シ

大
慈
悲
ヲ

、
興
ス

四
弘
誓
ヲ

。

是
ヲ

名
ク

順
理
ノ

發
心
ト

。
是
レ

最
上
ノ

菩
提
心
ナ
リ

」（『
浄
全
』
十
五
・
七
○
頁
・
上
九

行
）
と
説
か
れ
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
七
○
頁
・
下
一
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
七
一
頁
・
上
六
行
。

内
容
と
し
て
は
、『
大
智
度
論
』
を
引
用
し
て
①
「
利
根
ナ
ル

者
ハ

即
知
ル

是
ノ

諸
法
ハ

皆
是
法
性
ナ
リ
ト

」、
②
「
觀
シ
テ

諸
法
ノ

相
ハ

無
縛
無
解
ナ
リ
ト

心
得
ル
ハ

淸
淨
ナ
ル
コ
ト
ヲ

菩
薩
ノ

敎
也
（
中
略
）
婬
欲
即
是
レ

道
ナ
リ

。
恚
癡
モ

亦
如
是
。
如
キ

此
三
事
ノ

中
ニ

無
量
諸

佛
ノ

道
ア
リ

」
ま
た
③
「
一
切
法
ノ

不
可
得
ナ
ル

、
是
名
ク

佛
道
ト

。
即
是
レ

諸
法
實
相
ナ

リ

。
此
不
可
得
モ

亦
不
可
得
ナ
リ
ト

」
と
説
き
、『
涅
槃
経
』
を
引
用
し
て
④
「
一
切
諸

法
ノ

中
ニ

悉
有
安
樂
ノ

性
。
唯
願
ハ

大
世
尊
爲
ニ

我
カ

分
別
シ
テ

説
ケ
ト

」
と
説
き
、『
般

若
経
』
を
引
用
し
て
⑤
「
一
切
ノ

有
性
ハ

皆
如
來
藏
ナ
リ

。
普
賢
菩
薩
自
體
徧
ス
ル
カ

故
ナ

リ
ト

」
と
説
き
、『
法
句
経
』
を
引
用
し
て
⑥
「
諸
法
ハ

從
リ

本
來
タ

無
ク

是
亦
無
シ

非
。

是
非
ノ

性
ハ

寂
滅
ナ
レ
ハ

本
來
無
シ
ト

所
動
ス
ル

」
と
説
い
た
後
、「
已
上
六
文
是
利
根
人

菩
提
心
耳
」
と
割
注
で
締
め
括
っ
て
い
る
（『
浄
全
』
十
五
・
七
一
頁
・
上
七

行
）。

『
浄
全
』
十
五
・
七
一
頁
・
下
七
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
七
六
頁
・
上
十
六
行
。

『
往
生
要
集
』
で
は
こ
れ
に
続
い
て
縁
事
の
菩
提
心
に
利
益
が
あ
る
こ
と
を
複
数

の
用
例
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
五
例
で
あ
り
、
縁
理
の
菩
提
心

の
場
合
と
は
差
異
が
見
ら
れ
る
。

林
田
康
順
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研
究
」（『
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一
九
九
五
年
）
一
二
五
頁
。

本
検
討
に
お
い
て
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
「
惣
結
要
行
Ａ
釈
」
及
び
「
惣
結
要
行
Ｂ

釈
」
と
呼
ぶ
。

『
昭
法
全
』
二
二
頁
。
た
だ
し
、
底
本
と
し
て
は
、
大
谷
大
学
所
蔵
で
あ
る
古
本

『
漢
語
燈
録
』
所
収
の
『
往
生
要
集
釈
』
を
扱
う
。

『
昭
法
全
』
二
三
頁
。

『
浄
全
』
十
五
・
八
五
頁
・
下
七
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
一
二
八
頁
・
下
十
行
。

『
昭
法
全
』
二
二
頁
。

末
木
文
美
士
「
初
期
源
空
の
文
献
と
思
想
│
『
往
生
要
集
』
釈
書
を
中
心
に
│
」

（『
南
都
仏
教
』
第
三
七
号
、
南
都
仏
教
研
究
会
、
一
九
七
六
年
）
五
五
頁
。

『
浄
全
』
十
五
・
二
五
五
頁
・
上
八
行
。
な
お
、
よ
り
古
い
形
態
を
保
っ
て
い
る

尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集
鈔
』
に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
三
七
頁
・
上
五
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
七
九
頁
・
上
三
行
。

『
浄
全
』
十
五
・
一
○
八
頁
・
上
一
行
。
た
だ
し
「
要
ヲ

」
と
な
っ
て
い
る
送
り
仮

名
を
諸
本
に
依
っ
て
「
要
ト

」
と
し
た
。
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佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
一



『
昭
法
全
』
二
一
頁
。

『
昭
法
全
』
二
三
頁
。

『
浄
全
』
十
五
・
三
○
二
頁
・
下
八
行
。
な
お
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集
鈔
』

に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

た
だ
し
、
先
の
引
用
に
続
い
て
「
但
シ

有
ル

諍
論
事
ナ
リ

」
と
説
か
れ
、
良
忠
在
世

の
頃
か
ら
「
惣
結
要
行
」
に
対
す
る
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
は
南
氏
が
す
で
に
指
摘

し
て
い
る
（
南
宏
信
「『
往
生
要
集
』
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院

紀
要
』
第
三
五
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六
頁
）。

『
浄
全
』
十
五
・
一
五
八
頁
・
下
十
二
行
。
な
お
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集

鈔
』
に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
一
五
九
頁
・
下
十
三
行
。
な
お
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集

鈔
』
に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

『
浄
全
』
十
五
・
一
五
九
頁
・
下
十
六
行
。
な
お
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
往
生
要
集

鈔
』
に
お
い
て
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
る
。

た
だ
し
、
法
然
の
解
釈
が
不
十
分
で
あ
る
か
ら
『
義
記
』
に
お
い
て
解
説
を
必
要

と
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
大
文
第
五
助
念
方
法
の
「
惣
結
要
行
」

に
お
け
る
解
説
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
法
然
の
釈
の
通
り
だ

と
述
べ
て
お
り
、
疑
義
や
修
正
を
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
こ
の
説
示
で
『
義

記
』
に
引
用
さ
れ
る
法
然
の
「
広
」・「
略
」・「
要
」
の
解
釈
は
、
全
文
で
は
な
く

一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
法
然
の
『
往
生
要
集
釈
』
で
は
こ
の
他

に
「
開
」・「
合
」
の
解
釈
等
も
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
全
て
を
含
め
て
法
然
の

解
釈
だ
と
言
え
る
。
筆
者
は
「
合
」・「
広
」・「
略
」・「
要
」
の
解
釈
は
密
接
な
関

連
性
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
（
拙
稿
「
法
然
『
往
生
要
集

釈
』
に
お
け
る
合
・
広
・
略
・
要
の
関
連
性
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
四

八
号
、
佛
教
大
学
大
学
院
、
二
〇
二
○
年
）
十
一
頁
）。
良
忠
が
法
然
の
解
釈
の

一
部
だ
け
を
取
り
上
げ
て
不
十
分
だ
と
し
て
解
説
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
こ

で
は
、
法
然
の
解
釈
の
一
部
分
に
対
し
て
生
じ
る
疑
義
を
解
説
す
る
た
め
、
必
要

な
箇
所
の
み
を
引
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

同
一
の
書
物
に
正
反
対
の
主
張
が
説
か
れ
る
と
、
当
然
、
論
理
に
矛
盾
が
生
じ

る
。
そ
の
た
め
林
田
氏
は
、
二
通
り
の
「
惣
結
要
行
」
の
解
釈
の
中
、
そ
の
両
方

が
説
か
れ
て
い
る
『
往
生
要
集
釈
』
に
関
し
て
、「
惣
結
要
行
Ｂ
釈
」
は
後
世
の

加
筆
だ
と
論
じ
て
い
る
（
林
田
康
順
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研

究
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一

九
九
五
年
）
一
二
四
頁
。
ま
た
こ
の
論
に
先
立
っ
て
平
雅
行
氏
が
『
日
本
中
世
の

社
会
と
仏
教
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
二
○
八
頁
の
註
に
お
い
て
、
論
証
は

さ
れ
て
い
な
い
が
、
加
筆
増
補
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
）。

坂
田
良
弘
「
往
生
要
集
の
念
仏
」（『
浄
土
学
』
第
二
一
輯
、
浄
土
学
研
究
会
、
一

九
四
六
年
）
三
四
頁
。

（
し
も
ば
た　

け
い
す
け　

文
学
研
究
科
仏
教
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
本
庄　

良
文　

教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
八
日
受
理
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法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
と
良
忠
に
よ
る
そ
の
継
承
と
深
化
（
下
端
啓
介
）

一
二


